
訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
所
属
長
の
定
義
及
び
責
務
） 

第
一
条
の
二 

こ
の
規
程
に
お
い
て
所
属
長
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。 

 

一 

副
教
育
長
、
本
局
の
参
事
、
部
長
、
高
校
改
革
統
括
監 
教
育
長 

 

二 

副
部
長
、
部
の
参
事
（
部
の
副
参
事
を
含
む
。
）
、
課
長 
所
属
す
る
部
の
長 

 

三 

教
育
事
務
所
の
長
及
び
教
育
機
関
の
長 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
に
定
め
る
教
育
事
務
所
又
は
当
該
教
育
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
課
の
所
属
す
る
部
の
長 

 

四 

前
三
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

本
局
の
参
事
、
所
属
す
る
課
の
長
又
は

教
育
事
務
所
の
長 

 

五 

教
育
機
関
の
職
員
（
教
育
機
関
の
長
を
除
く
。
） 

所
属
す
る
教
育
機
関
の
長 

２ 

所
属
長
は
、
常
に
管
理
監
督
者
と
し
て
の
責
務
を
自
覚
し
、
所
掌
事
務
の
処
理
、
職
員
の
勤 

務
、
執
務
環
境
の
整
理
等
に
つ
い
て
把
握
し
、
必
要
な
処
理
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
職
員
に
対

し
適
切
な
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
常
に
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
を
所
持
」
を
「
埼

玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
埼
玉
県
教
育
委
員

会
職
員
証
を
適
切
に
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
」
を
「
職
員
の

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
事
項
」
を
「
記
載
事
項
等
」
に
、「
は
、

直
ち
に
」
を
「
で
あ
つ
て
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
と
き
は
」
に
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同

条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 
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３ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
及
び
勤
務
時
間
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
様
式
第
七
号

の
三
）
を
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
様
式
第
七
号
の
四
）
を
所
属

長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 

二 

出
産
し
た
場
合 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

五 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
七
条
の
三
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一

号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
（
一
）
を
削
り
、
様
式
第
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

四
号
と
す
る
。 

 

 

様
式
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第７号の３（第10条関係） 

表 

子育て部分休暇承認請求書 

年  月  日  

 埼玉県教育委員会教育長 様 

所属所名             

職  名 氏       名   

次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

 

１ 請求に係る子 

  氏    名   

   続    柄   

   生 年 月 日           年  月  日生  

 

２ 請 求 期 間       

  及 び 時 間       

期      間 時   間  

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 ３ 備    考   

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する

書類又はその写しを添付すること。 

２ 子育て部分休暇の承認の取消しを請求する場合は、総務事務システムによるこ

と。ただし、これにより難い場合は、裏面に記入し、請求することができる。 

３ 該当する□にはレ印を記入すること。 
 

 

 

 

※ 決裁権者記入欄 

 

決 裁 欄 

決裁 

権者 

   受理年月日 年   月   日  

    決裁年月日 年   月   日  

     承認・不承認の別   

 

  

裏 

 

 承 認 
子育て部分休暇の承認の 

取消しを請求する時間 

時間数 備 考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

 

6a961140-a37d-40fb-8d47-ce852635f0b4



 

 

様
式
第
十
九
号
の
六
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
は
、
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
と
み
な
す
。 

様式第７号の４（第10条関係） 

子育て部分休暇変更届 

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会教育長 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

  

 子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

  

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病  

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

 

産
前
の
休
業

 
産
前
の
休
暇
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